
ダイ改要求一部改善勝ち取る！
令和３年春ダイヤ改正改善の業務委員会開催

不誠実な回答に終始する会社
ＪＲ東海労名古屋地本は１月２８日、申第８号「令和３年春ダイヤ改正に対する申し

入れ」について業務委員会を開催しました。

各職場からの多くの要求は、「必要な時間は確保している」「提案のとおりとする」「現

行のとおりとする」等、不誠実な対応でしたが、明け行路の乗務列車減・列車持ち替え

による食事時間の確保・組別の終了時刻平均化等、一部改善を勝ち取りました。

基本要求については頑なに改善を拒む会社
折り返し時間の確保・順方向乗継ぎ時間について時間が不足している実態を組合側か

ら会社に訴えてきました。特に順方向乗継ぎについては、乗務員間の引き継ぎ・運転台

整備・運転士、車掌の打ち合わせ等、現行の短かい停車時間ではできません。

詳細な時間配分をなぜ明確にしないのか
会社は、「必要な時間は確保している」と繰り返すのみで詳細な時間配分は明らかに

しませんでした。明らかにしないのは会社も無理があると認識している証です。

長時間の訓練待ち解消を要求
この間、訓練指定の在り方について要求し、議論してきましたが一向に改善が図られずにい

ます。区所により若干の差はありますが、勤務終了後に３時間待ちで午後訓練が指定されてい

る現実があります。２時間待ちで指定されるのはざらにあります。使用者側の都合により労働者

が犠牲になり在宅休養時間の減少・疲労の蓄積はあってはなりません。「行路に訓練指定を付

けない」「訓練期間を増やす」等して長時間待ちを解消していくべきです。解消方法はたくさん

あります。健康でゆとりある生活を目指し声をあげて行きましょう。

ＪＲ東海労は労働者のために要求し闘います！

ＪＲ東海労なごや
２０２１年 １月３１日Ｎｏ.１１８５

Ｊ Ｒ東海労名古屋地方本部
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